
国家戦略特区への要望書 
 
【保育士不足で保育園がつくれない】 
・ 東京都で小規模保育を１３園展開していますが、保育士不足で保育所がな

かなか造れない状況が続いています。 
・ 平成 25 年 1 月では全国平均で有効求人倍率は 1.51 倍。 
・ 特に東京都の保育士の有効求人倍率は常に１を超えている状況です。 
 

 
 
・ また、厚生労働省によると、2017 年度末には保育士が 7.4 万人も不足する

ことが見込まれています。 
 
 
【保育士不足の一員、過重労働】 
・ 保育士不足の大きな要因が「賃金と合わない」（47.5%）ですが、「就業時間

が希望と合わない」（26.5%）と「休暇が少ない・休暇が少ない」（37%）と

いうワークライフバランス要因も合計して 63.5％と非常に高い割合を占め

ています。 
 

 



 
 
【保育士を長時間労働にさせる「子ども１人でも保育士２人」規定】 
・ 保育所は、標準的には１１時間開所（７時半〜18 時半）がミニマムとなり、

労働基準法で定める８時間労働を大きく超えます。 
・ そのため、８時間労働者をシフトで組み合わせて、１１時間以上の開所に

備えます。 
・ 一方で、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令

第６３号）第３３条第２項において、以下のとおり規定されており 
――― 
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、 
満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、 
満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、 
満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。 
ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。 
――― 

この但し書きによって、「子どもが１人でも保育士有資格者が２人いないと

いけない」という状態になっています 
・ 本来なら保育士は、１人で０歳児を３人、１〜２歳児で６人をみれること



になっていますが、この条項があるがために、保育士の数を規定の人員以

上に貼り付けなくてはなりません 
・ 子どもが３人未満の時期は、時間にすると３０分〜１時間半というのが一

般的だと思われますが、この時間を埋めるために、保育士有資格のパート

タイムを雇用することになります 
・ しかし、２時間のみ働きたいという保育士有資格パートは絶対数が少なく、

結局のところ４〜６時間のパートを複数人組み合わせざるを得ず、その超

過する分の補助は出ていません。 
・ また、そもそも雇用ができれば幸運で、できない場合は保育士が長時間労

働を行ってこれをカバーします。そうすることで、状態的に長時間労働の

職場ができあがります 
 
【「子ども１人でも保育士資格者２人」規定の合理性】 
・ さて、この規定はどこまで合理性があるでしょうか 
・ 子どもが１人の場合、保育士は１人で保育が可能です。二人目の保育士は、

窓の戸締りやおもちゃの整理、簡易な事務等を行っています。 
・ 窓の戸締りや片付け等であれば、保育士有資格者でなくても作業は可能な

のは、明白です。 
・ 一方で、片方の保育者が万が一突然倒れた場合を想定し、もう一人大人が

いることはリスクマネジメントの観点から重要なのは否定しません 
・ ただし、短時間子どもをマンツーマンに近い状態で保育する、ということ

であれば、保育士有資格者に限らず、子育て支援員や家庭的保育者等、一

定の経験があり研修を受けたもので代替が可能です。 
・ よって、子ども１人に対し、保育士有資格者を２人つける合理性は、限り

なくないに等しいと言わざるを得ません 
 
【代替案】 
・ 戦後間もない昭和２３年に決められた「子どもが１人でも保育士有資格者

２人」規定に対し、「保育士有資格者１人、子育て支援員や家庭的保育者等

を１人の計２人」に変更する通知を出していただくことで、保育士不足の

要因となる、保育士の長時間労働を是正し、保育士のワークライフバラン

スを実現できるのではないでしょうか。 



・ そしてそれは保育士不足の解決に繋がっていくことになるでしょう。 
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